
一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和６年３月２９日 

                          上越市長  中 川 幹 太 

 

上越市規則第２７号 

一般職の職員の給与に関する規則の一部を改正する規則 

 一般職の職員の給与に関する規則（昭和４６年上越市規則第１７号）の一部を次のように

改正する。 

 第２条中「所属長を経て」を削る。 

第１５条の８第１項（各号列記以外の部分に限る。）中「という。）」の次に「及び会計

年度任用職員」を加える。 

第１５条の９第１項中「定年前再任用短時間勤務職員等」の次に「及び会計年度任用職員」

を加える。 

第２１条の見出し及び同条第１項中「期末手当」の次に「及び勤勉手当」を加え、同条第

２項中「第２９条第１項」の次に「及び第３０条第１項」を加え、同項第２号中「期末手当」

の次に「及び勤勉手当」を加える。 

第２２条第１項中「第３０条」を「第３１条」に改め、同条第２項中「及び期末手当」を

「、期末手当及び勤勉手当」に、「期末手当を」を「期末手当及び勤勉手当を」に改める。 

別表第２一般行政職給料表の項中「（以下「主任」を「並びに別表第３の４級の項に規定

する主査及び副主査（以下「主任等」に、「主任に」を「主任等に」に改める。 

別表第３の３級の項中「主任保育士」を「副主査（４級の項に掲げる副主査を除く。）及

び主任保育士」に改め、同表４級の項中「副参事を除く。）」に次に「、副主幹（５級の項

に掲げる副主査を除く。）」を、「主査」の次に「、副主査（３級の項に掲げる副主査を除

く。）」を加え、同表５級の項中「副参事を除く。）」の次に「、副主幹（４級の項に掲げ

る副主幹を除く。）」を加え、同表６級の項中「統括園長」の次に「、危機管理監（５級の

項に掲げる危機管理監を除く。）」を加える。 

別表第４を次のように改める。 

別表第４（第１８条関係） 

職務の級 職の分類 報酬月額 

一般行政職 １級 事務職 １級 １６２，１００円 

２級 １６６，６００円 

 ３級 １７６，１００円 

 ４級 １９６，２００円 

     



     
  技術職 １級 １６４，４００円 

 ２級 １７０，９００円 

 ３級 １９６，２００円 

  保育職 １級 １６６，６００円 

 ２級 １７６，１００円 

 相談・指導職 １級 １８７，３００円 

 ２級 事務職 ５級 ２２４，１００円 

 技術職 ４級 ２０８，０００円 

   ５級 ２１６，２００円 

   ６級 ２３９，７００円 

 保育職 ３級 ２０８，０００円 

相談・指導職 ２級 ２０８，０００円 

３級 ２１６，２００円 

３級 施設の長等 １級 ２４０，９００円 

２級 ２５７，５００円 

３級 ２８０，３００円 

技能労務職 １級 技能労務職 １級 １６１，８００円 

２級 １６２，９００円 

３級 １９４，７００円 

 

        「      

第１号様式及び第２号様式中 

所属コード  

報告担当課等決裁欄  

課 長 副課長 係 長 係  

     

      」 

を削る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 令和６年４月１日から令和７年３月３１日までの間、改正後の別表第２一般行政職給料

表の項の規定の適用については、同項中「主査及び副主査」とあるのは、「副主査」と読

み替えるものとする。 

３ この規則の施行の際現に交付され、又は保有している改正前の第１号様式及び第２号様

式は、当分の間、適宜、適切な修正を加えて、改正後の第１号様式及び第２号様式の相当

する様式として使用することができる。 


